
 

千葉の地域資源を生かした SAF 導入促進事業補助金 

に係る FAQ 

補助事業について 

番号 質問内容 回答 

１ 

補助金の交付の採択件数や上限はありますか。 本事業は総予算額が 1,000 万円、1件当たりの交付上限

額が 1,000 万円となっており、予算の範囲内で上位の申

請から採択されます。 

〈例〉申請の順位及び補助対象事業費が１位（1,500 万

円）、２位（800 万円）、３位（500 万円）となった場合、

交付金額は１位（750 万円）、２位（250 万円）、３位（0

円）となります。 

２ 

国や市町村の補助金と併用することは可能で

しょうか。 

本補助金では、他の補助金との併用を制限する規定は 

ございません。ただし、総事業費から他の補助金の交付

額を控除した額を本補助金の補助対象経費とします。 

補助対象者について 

番号 質問内容 回答 

３ NPO 法人、学校法人等は対象となりますか。 

千葉の地域資源を生かした SAF 導入促進事業補助金交

付要綱第 3 条で規定する要件を満たせば補助対象者と

なります。 

４ 工場は事業所に含まれますか。 支店、事務所、工場等は事業所に含まれます。 

５ 
本社が県外で、事業所が県内にあるのですが、

補助対象となりますか。 
県内に事業所がある場合、補助対象者となります。 

補助対象事業について 

番号 質問内容 回答 

６ 
SAF の消費はサプライチェーンに含まれます

か。 

本事業において「SAF のサプライチェーン」とは、SAF

に係る原料の調達から消費者に供給するまでの一連の

供給網としているので、SAF の消費はサプライチェー

ンに含まれません。 

７ 
新規性の高い取組とはどのようなものでしょ

うか。 

令和６年度事業では、以下の URL に記載のとおり、２

件の事業を採択したことから、これらの事業と内容が

異なることが、新規性の要件の１つであると考えてい

ます。 

【参考】 

令和６年度「千葉の地域資源を生かした SAF 導入促進

事業補助金」の採択結果について 

（https://www.pref.chiba.lg.jp/kuushin/saf/saf-

result.html） 

 

 



補助対象経費について 

番号 質問内容 回答 

８ 人件費はアルバイト等が対象でしょうか。 

本補助金が想定している人件費は、事業を実施する際

に臨時で雇用する職員、社員等に支払うものを想定し

ており、事業開始前から雇用している社員、職員への

人件費は対象外となります。 

９ 消費税は補助対象となりますか 

対象にはなりません、したがって補助対象経費は、補

助事業に要する経費から仕入控除税額を控除した額に

なります。 

１０ 
事業計画書の経費に対象外の経費が含まれて

いた場合はどうなりますか。 

採択事業に対象外経費が含まれていた場合は、対象外

経費を減額して交付することになります。 

提出書類について 

番号 質問内容 回答 

１１ 納税証明書はどこで取得すればよいですか。 
法人県民税、法人事業税は、事業所の所在地を所管する

県税事務所に発行を申請してください。 

１２ 
千葉県税の完納状況確認とはどのような制度

ですか。 

事業者の同意のうえで成田空港政策課が直接県税事務

所に納付確認を行う制度で、県内部で確認をすること

で、法人事業税、法人県民税の納税証明書の提出が不要

となります。なお、納付が確認できない場合は、申請を

無効とします。 

１３ 
提出書類の申請書、誓約書等では押印は必要で

しょうか。 

原則として押印は必要です。ただし、法人の代表者が自

署、署名する場合、押印は不要です。 

１４ 

交付申請書等の所在地（法人名称や所在地等）

は本社の所在地等を記載すればよいでしょう

か。それとも補助金申請を行う事業所の所在地

等を記載すればよいでしょうか。 

法人の代表者様に申請等を行っていただく必要があり、

申請を受ける事業所とは別に本社等がある場合につい

ては、本社等の所在地や名称、代表者を記入ください。 

１５ 
オンラインによる申請では、会社の登記簿謄本

等も PDF 化して電子申請すればよいですか。 

その通りです。オンラインによる申請では、全ての応募

書類を PDF データで提出してください。 

１６ 
マンション管理組合、町内会等法人でない団体

が参加する場合何を提出すればよいですか。 

組合、町内会の定款、規約等、団体の証明となる書類を

提出してください。 

選考方法について 

番号 質問内容 回答 

１７ 
審査委員会での審査はどのような方が行いま

すか。 
非公表とさせていただきます。 

交付決定について 

番号 質問内容 回答 

１８ 申請から交付決定までどの程度かかりますか。 
概ね４月中旬～下旬に採択結果の通知と交付決定を予

定しております。 

１９ 
交付決定の通知を受けて、すぐに事業を進めて

もよいでしょうか。 

交付決定日以後であれば、補助事業に着手していただい

て構いません。（採択日ではないことにご留意願いま



す。） 

２０ 補助金振込先の口座に要件はありますか。 

補助金振込先は、補助対象事業者名義の口座に限りま

す。ただし、連携体を構成する場合は、連携体の代表者

名義の口座になります。 

２１ 
令和７年２月２８日以降に発生する費用は対

象外でしょうか。 

事業期間は令和７年２月２８日までとしておりますの

で、それ以降に発生する費用は対象外となります。 

実績報告について 

番号 質問内容 回答 

２２ 実績報告の検査はどのように行いますか。 

経費の支払いが証明できる書類（領収書。納品書、給与

明細、業務日報、通帳の写し等）や事業の実施内容の確

認を実施します。 

 
 
 


